
「放送コンテンツの製作取引の適正化の促進に関する検討会」 

開催要綱（案） 
 

１ 背景・目的 

平成１６年施行の改正下請法（下請代金支払遅延等防止法）により、同法の規制対象に、

「情報成果物作成委託」に係る取引の一環として、放送コンテンツの取引が追加され、こ

れを契機として、法令上、放送コンテンツの製作取引の適正化の一層の促進が求められて

きた。 

昨今、放送コンテンツ製作における放送コンテンツ製作者の役割の重要性は増大してお

り、製作環境を改善し、製作インセンティブの向上を図る観点からも、製作取引の適正化

の要請は一層高まっている。 

こうした状況を踏まえ、放送コンテンツに係る製作取引の現状を検証するとともに、当

該分野における適正な製作取引のガイドラインの策定など、より適正な製作取引の実現に

向けた具体策の検討を行うべく、標記検討会を開催する。 

 

２ 名称 

本会の名称は「放送コンテンツの製作取引の適正化の促進に関する検討会」とする。 

 

３ 検討事項 

（１） 放送コンテンツの製作取引に係る現状の検証 

（関係者による法令遵守の状況など） 

（２） より適正な製作取引の実現に向けた具体策 

（下請法その他の法令遵守に係るガイドラインの策定等）  

 

４ 構成・運営 

（１） 本会は、政策統括官（情報通信担当）の検討会として開催する。 

（２） 本会の構成員は、別紙のとおりとする。 

（３） 本会には、座長及び座長代理を置く。 

（４） 座長は、構成員の互選により定め、座長代理は座長が指名する。 

（５） 座長は、本会を招集し、主宰する。 

（６） 座長代理は、座長を補佐し、座長不在のときには、座長に代わって本会を招集し、

主宰する。 

（７） 座長は、必要に応じ、外部の関係者の出席を求め意見を聞くことができる。 

（８） 座長は、上記の他、本会の運営に必要な事項を定める。 

 

５ 庶務 

本会の庶務は、情報通信政策局情報通信作品振興課が地上放送課の協力を得て行う。 

 

６ スケジュール 

平成２０年１月発足。同年６月までに検討結果をとりまとめ、公表。 
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